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国立大学法人筑波大学大学教員の育児休業等取得者の雇用期間等に関する特例を定める規則 

 

（目的） 

第１条 この法人規則は、国立大学法人筑波大学本部等職員就業規則（平成１７年法人規則第７

号。次条において「本部等職員就業規則」という。）、国立大学法人筑波大学附属病院職員就業

規則（平成１７年法人規則第１２号。次条において「附属病院職員就業規則」という。）、国立

大学法人筑波大学大学教員の任期に関する規程（平成１６年法人規程第４号。以下この条及び

次条において「任期規程」という。）の規定により３年（任期規程第２条に基づく再任の場合

にあっては、２年）以上の期間を定めて雇用された大学教員（以下単に「大学教員」とい

う。）について、当該大学教員の雇用期間等の延長に関する特例を定めることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この法人規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。  

 (1) 雇用期間等 本部等職員就業規則第５条及び附属病院職員就業規則第５条に規定する期

間並びに任期規程第２条に規定する任期をいう。 

 (2) 育児休業等 本部等職員就業規則第２５条に規定する産前産後休業、第２６条に規定す

る育児休業及び第２８条に規定する介護休業並びに附属病院職員就業規則第２５条に規定

する産前産後休業、第２６条に規定する育児休業及び第２８条に規定する介護休業をいう。 

 

（雇用期間等の延長の要件） 

第３条 次条の規定により、大学教員が雇用期間等の延長の申出をすることができる要件は、当

該雇用期間等（次条の規定に基づき決定された延長期間を除く。以下同じ。）に３月以上の育

児休業等を取得し、又は取得を申し出ている場合で、次の各号のいずれにも該当しないときと

する。 

 (1) 雇用期間等が満了する日までに従事しているプロジェクトが終了する場合 

 (2) 雇用に係る経費が確保されない場合 



 

 

 (3) 次条第１項の雇用期間等の延長の申出以前に部局人事委員会又は人事委員会において、

当該大学教員の後任の候補者の審査が終了している場合 

 

（申出の方法等） 

第４条 雇用期間等の延長を希望する大学教員（以下「延長希望教員」という。）は、原則とし

て当該雇用期間等が満了する日の６月前までに、別記様式第１の育児休業等取得者の雇用期間

等に関する特例の適用申請書により延長希望教員が所属する系の系長及び重点研究センター

（先端的研究型）の長（以下この条において「系長等」という。）に申し出るものとする。こ

の場合において、当該延長希望教員が当該雇用期間等の範囲で取得し、又は取得を申し出てい

る育児休業等の期間に相当する期間を超えて雇用期間等の延長を申し出ることはできない。 

２ 前項の申出を受けた系長等は、当該部局人事委員会、人事委員会、運営委員会等に雇用期間

等の延長について諮り、その審査の結果を付して学長に報告するものとする。 

３ 学長は、前項の報告に基づき、当該延長希望教員の雇用期間等の延長について決定し、その

結果を別記様式第２の育児休業等取得者の雇用期間等に関する特例の適用決定通知書により、

延長希望教員に通知するものとする。  

４ 前項の雇用期間等の延長決定は、通算雇用期間等が５年を超えない範囲で、雇用期間等の延

長を決定するものとする。 

５ 前４項の規定は、雇用期間等の延長が決定した大学教員（次条において「延長教員」とい

う。）が延長された雇用期間等（以下「延長期間」という。）を変更する手続について準用する。

この場合において、延長期間を短縮するときにあっては、第１項中「６月前」とあるのは、

「１月前」と読み替えるものとする。 

 （延長期間の取消し） 

第５条 学長は、延長教員が第３条第１号及び第２号の要件を欠く場合は、前条の決定を取り消

すものとする。この場合において、学長は、別記様式第２の育児休業等取得者の雇用期間等に

関する特例の適用決定通知書により、延長教員に通知するものとする。 

 

   附 則 

 この法人規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２５．４．１法人規則３９号） 

 この法人規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２５．１１．２８法人規則５６号） 

 この法人規則は、平成２５年１１月２８日から施行し、改正後の国立大学法人筑波大学大学

教員の育児休業等取得者の雇用期間等に関する特例を定める規則の規定は、同年１１月１日か

ら適用する。 

 

附 則（平２５．１１．２８法人規則５８号） 



 

 

 この法人規則は、平成２６年１月１日から施行する。 

 

附 則（平２８．５．２６法人規則４１号） 

 この法人規則は、平成２８年５月２６日から施行する。 

 

附 則（平３１．４．２６法人規則３２号） 

 この法人規則は、平成３１年５月１日から施行する。 

 

 



 

 

別記様式第１（第４条関係） 

 

育児休業等取得者の雇用期間等に関する特例の適用申請書 

 

 

  年  月  日 

 

 

  学 長 殿  

 

所属 

職名 

氏名          印 

 

 

 国立大学法人筑波大学大学教員の育児休業等取得者の雇用期間等に関する特例を定める規則第４条

の規定に基づき、下記のとおり、雇用期間等に関する特例の適用を申請します。  

 

記 

 

１ 雇用期間等に関する特例の適

用を申請する理由等 

  

理  由 

(簡潔に記入) 

 

休業の種類 □産前産後休業 □育児休業 □介護休業 

休業期間 
  年  月  日～    年  月  日 

  年  月  日～    年  月  日 

２ 当該雇用期間等に関する特例

の適用によって期待される成果

等について（簡潔に記入） 

 

３ 雇用期間等     年  月  日 ～     年  月  日 

４ 申請する延長期間       

又は決定された延長期間 
    年  月  日 ～     年  月  日 

５ 申請する変更期間    
（決定された延長期間を変更する

場合に記入） 

    年  月  日 ～     年  月  日 

６ 雇用に係る経費 □運営費交付金 □病院収入 □間接経費 □外部資金 

７ プロジェクト等の名称 □ なし   □ あり（              ） 

８ その他参考となる事項  

  備考 □には、該当する項目にレを記入する。 



 

 

別記様式第２（第４条及び第５条関係） 

 

 

 

育児休業等取得者の雇用期間等に関する特例の適用決定通知書 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

         殿  

 

学 長 

           印  

 

 

 

 国立大学法人筑波大学大学教員の育児休業等取得者の雇用期間等に関する特例を定める規則第４条

又は第５条の規定に基づき、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。  

 

記 

 

１ 雇用期間等の延長に関す

る決定事項 

 

 □ 承 認   

 □ 変 更 

 □ 取消し 

２ 現在の雇用期間等     年  月  日 ～     年  月  日 

３ 延長後の雇用期間等     年  月  日 ～     年  月  日 

４ 変更後の雇用期間等     年  月  日 ～     年  月  日 

  備考 □には、該当する項目にレを記入する。 

 


